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平成 27年 (ワ )第 9715号

原 告  学校法人大阪経済大学

被 告  吉井 康雄
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原告の 「訴えの追加的変更申

(9)
立書」に対 して

平成 28年 9月 16日

大阪地方裁判所 第 24民事部 合議 2係 御 中

被  告 吉 井 康 雄

原告の 「訴えの追加的変更申立書」に対 し、被告は次のように反論する。

被 告 準 備 書 面

原告の 「訴えの追加的変更申立書」に対する認否

原告の 「第 1 変更後の請求の趣 旨」に対する認否

被告の答弁書および被告準備書面 (1)か ら (8)に示すように、争 う。

原告の 「第 2 変更後の請求の原因」に対する認否

被告の答弁書および被告準備書面 (1)か ら (8)に示す ように、争 う。

原告の 「第 3 変更の理由」に対する認否

被告の答弁書および被告準備書面 (1)か ら (8)に示す ように、争 う。

第 2被 告の主張

1 原告の削除請求の対象に関 して

原告は、「第 1 変更後の請求の趣 旨」において、「被告は、別紙投稿記事目録

記載の各閲覧用 URLに より表示される各ウェブページを削除せよ」、「第 3 変更

の理由」においては、「別紙投稿記事目録記載 20ない し 23の存在が確認 された

ため、削除請求の対象 として請求を拡張する」 としているが、この原告の主張は

不的確かつ不十分である。そのように判断す る根拠を 2つ述べる。



(1)原告が提示す る証拠説明書のホームページ (原告のい うブログ)の部分は、

不的確かつ不十分

平成 27年 9月 29日 の訴状において、証拠 とした平成 27年 9月 28日 の証拠

説明書に記載の、ホームページ (原告のい うブログ)の部分を以下に示す。
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項  目 証拠番号 URL
鰤 ν籠 :

バーチャルな最高機の法廷で

原告の裁判へlyI思 ぃ

被告
翻

執行書F驚
詮

現】こ

織
襲霧翼藉響膠権L資料一覧

大
躙 全鍛処分を巡る日監ヽ

被告
紺 i為を明ら力ヽ こする

被告らま、
露韓

披ヽ職委員会に

特霜金晶掲義
=桑

霧ξ
慣行の

電断営樹各電筆懸駒誕講級べき
校機 準8分析・評価

甲第1号証の1 hiむ :/1ttdofgOldtt」 eb,fo2,com/

甲第1号証の2 ュ掬:〃 aコLdofJ1lde■ ttbJo2,coゴ 200_saib鐘 ―
eT_o― omO油制

甲第1号証の3 ュ句://an[dOf301dmJ轟ばc2,conr201コ awttara― rheLht皿

甲第1号証の1 ユ抑://8置■dOf8olde■∬ebJc2,oom/202 mi■ li saiba■ kdLalhtml

甲第1号証の5 1如1/18趣■dofg01dttJebfo2,coL`203「毬 d kari― syob■ LhtEl

甲第1号証の6 h如デ/8壼LdOf8olde■ ttebゴ c2,com/204回 lok■―
f■ho-loiltml

甲第1号証のT ュ坤 1/1ali■ dof8olde■ JeLfc2,com/205ra2亀 Shttd― tetua■ li O』祉Lakatta― ■oka■ tml

甲第1号証の8 ht●:/.雨dofJolde■ Jebばc2,com/206FosLi― ka■ko■ 0-50■Zd~syOmttht」

甲第1号証の9 h詢:f/畿ndOfgolde■ tteb.fc2,oom/207_3-m虻 ,げeigib樋

甲第1号証の10 ttp1//8鶴歴dofご olde■JebJc2,oom/302_igda― ■o― chij口れ―syO―貯01ぽOr血回o■ね1迅

競蔵豊農還李3分析'菫平価
被告タル尋聞 こ対する応答と

その分析・評価

大鶴賽護野群型障塩
大路籠騎誕饗湯基1訴理由書
被告

1研瑠鸞語葬君書と

被告桃解躍躍事誓訴理由書と

大阪霧誓響群彎撃塩
菫
事主及び理由

第11整″の通轡
筆2事案0凝悪

甲第1号証の11 L抽,1/1ali■ dofgOldLveb∫c2,com/303■ 晰h8-■0-Ch嘲理れ~syo―貯ola fOrJh皿 o■■t減

甲第1号証の12 hiむ://8通■dOfgolde■ Jebfc2,com/301日 imo■ ■o∫ 0■ Suね血

甲第1号証の13 hiむ://8腱■dOf`olde■ Jebfc2,com/305」 osala cLiwi ha■leth皿

甲第1号証の14 hti1//8腱 ndOf=olde■ ,webrc2.com/401 koso=脚 ■_Sy。ふ制

甲第1号証の15 hiむ://8HndOfgolde■ J轟Jc2£ om/402 Li101■_10sc」 ObtttSTO■制

甲第1号証の16 L撫://山 dofgoldmJeb」 c2,coゴ 403 Lilol■ f■tai_kosoJれ ム制

甲第1号証の17 h電静/1なkLdofg。 ldttJebfc2,com/404_losai一 ha■letu■制

甲第1号証の18 hi毎://8腱■dOf3olde■ ∬ehfc2£ om/404-2■ osd― La■leれ ―sph■―ddl― d嵐21html

難 及こ澤里由

幼
1認定書寅

甲第1号証の19 htolメ fattLdofgoldttЛ ebJc2,com1404-3■ osai― La■len― dai3-i■国

平成 28年 9月 6日 の訴えの追加的変更申立書の追加証拠説明書を以下に示す。
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(別紙)投稿記事目録に記載された原告の証拠対象に対する原告の接 し方、認

識の仕方を分析すると、不的確かつ不十分な証拠への接 し方、認識の仕方をして

いることが理解 される。そのように判断する理由の 1つ は、甲第 1号証の 17の

リンク先フアイルの取 り扱いである。

下図に示すように、甲第 1号証の 17にはリンク先フアイルが 6つあるにもか

かわ らず、 リンク先フアイルを明記せず (同 目録 15頁参照 )、 6つ の内の 2つ

の リンク先ファイルを甲第 1号証の 18と 甲第 1号証の 19と し、残 り4つ の リ

ンク先ファイルを、今回の 「訴えの追加的変更申立書」において、甲第 7号証の

1、 甲第 7号証の 2、 甲第 7号証の 3、 甲第 7号証の 4と している (同 日録、 1

6～ 18頁参照 )。

このような リンク先ファイルの取 り扱い方か ら、原告は個々のフアイルの意味

内容やファイルの相互関連には無関心で、深 く精査することもな く、削除請求対

象の追加 という申立を行つた、 と解釈され、被告のホームページを削除させるこ

とが唯一の目的 ということが理解 される。
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2つ 目の理由として、甲第 1号証の 19を取 り上げ、これで説明する。

(別紙)投稿記事 目録 16頁にある、甲第 1号証の 19を部分的にスキャンし

て合成 した図を次の頁に示す。

この図では、原告は甲第 1号証の 19には リンク先ファイルは 1つ しかないと

明示 しているが、実際は多数の リンク先ファイルがあることを以下に示す。
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原告が明示するリンク先ファイル周辺のソースを抜粋 したのが、下図である。
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この図から理解 されるように、原告は、G)の みをリンク先ファイル として削

除対象 としているが、③ も ⑭ もリンク先ファイルであり、原告の削除要望対

象でもある。

抜粋 しなかった他の部分においても、原告の削除要望対象が多 く存在すること

か ら、原告が証拠 とする削除対象は不的確かつ不十分であると被告は主張する。

2 原告が提出 した証拠 と表現の自由への配慮に関 して

被告が公開 しているホームページ (原告のい うブログ)を もとに、原告は今回、

4つ の証拠を追加 している (甲 第 7号証の 1か ら甲第 7号証の 4)。

この 4つ の証拠の表現は、被告の公開 したホームページの表現における 「同一

性保持権」を担保 していないことから、読み手に被告の意図を正確に伝える保証

がないとい う問題を生起 させる。原告の主張する表現の自由と同 じ認識、同じ立

場で、被告の表現の自由にも接するべきであると、被告は主張する。
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次に示す図の上段が、原告が証拠 として提出 した甲第 7号証の 1
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下段が、被告がインターネ ットに情報公開 しているホームページの同一エ リアの

抜粋である。

原告は被告のホームページを忠実にコピー していないため、 レイアウ トも、強

調文字も、インデン トも再現 されていない。

3 結論

今回、被告が情報公開 したホームページの一部を対象に、原告は削除請求対象

の拡張を申し立てているが、その対象が不的確かつ不十分であることから、原告

は削除請求対象を精査 して再提出されるべき、 と被告は提案する。

以上


